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はじめに

南風原町では、障害福祉サービスを希望されるご本人やご寒族が、サーピス
事業所の特色を知り、利用をしやすくなるよう「南風原町障害福祉サービス

事業所資源マップ」を作成しました。
皆さまのお役に立てたら嬉しく思います。

情報は令和5年(2023年) 3月現在です。

障害福祉サービスー覧

障害福祉サービス利用者負担のしくみ

障害福祉サービス利用の流れ

町内障害者(児)支援事業所MAP

【町内のサービス事業所(障がい者:18歳以上)】

■介護給付

居宅介三菫

同1ラ援i董

行動援護

短期入所

生活介護

施設入所支援

■訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

就労移行支援

就労継続支援B型

就労定着支援

共同生活援助(グループホーム)

■相談支援

計画相談支援

地域移行・地域定着支援

【町内のサービス事業所(障がい児:18歳未満)】
児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

障害児相談支援

障害児入所支援

【その他(地域の居場所)】

地域活動支援センター
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【障がい者(18歳以上)を対象とした障害福祉サービス】

1.サービスの種類

障害福祉サービスー

①介

※印のサーピスは、サーピス提供事業所が町内にはありません。

給付

サービスの種類

身体介護

家事援助

通院等介助

居宅介護

重度訪問介護※

内容

自宅における入浴、排せつ、食事等の介助を行います

自宅における掃除J先}裡等の家事支援を行います

自宅から医療機関への通院及び官公署への相談・手続や、障害福祉サーピ

スの見学のための外出支援を行も、ます

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上

著しい困難を有する人で常に介を必要とする人に、自宅で、入浴、排せ

つ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行し、ます

視障害により、移動に著しい困董睦有する人に、移動に必要な情報の提供

(代筆・代読を含む)、移動の援^の外出支援を行います。

自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するため
に必要な支援、外出支援を行います

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜鳥ヨも含め施設で入浴、排

せつ、食事の介等を行います。

常に介護を必要とする人に昼問、入浴、排せつ、食事の介護等を行うととも
に、創イ乍的な活動または生産活動の機会を提供します。

施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看

護、介護及び日常生活の支援を行います

介護の必要性がとても高い人に、居宅介等複数のサービスを包括的に行

います

同行援護

行動援

短期入所

生活介護

施設入所支援

療養介護※

重度障害者等包括支援※

②訓練等矧寸

サービスのネ重類

自立訓練

(機能訓練・生活訓絢

就労移行支援

就労継続支援

A型=雇用型※

B型=非雇用型

就労定着支援

内容

自立した日常主舌又は社会主舌ができるよう、一定期間、身体機肯包又は生活

能力の向上のために必要な訓練を行います機能訓練と生活訓練がありま

す。

一般企業等への就労を希望する人に、一定期問、就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行います。

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契

約を繪ボないB型があります。

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援

を行います

一人らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時

の対応により日常生舌における課題を把握し、必要な支援を行います

共同生活を行う住居で、相談や日常生舌上の援助を行います

自立生活援助※

共同生活援助

(グループホーム)



倭湘談支援

サービスの1^

計匝湘談支援

地類幣行支援

内容

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案

を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行ないサー

ビス等利用計 作成を行います。また、サ・→二、ス等の利用状況の検証

(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

障害福祉サーピスを利用する方々に対して、サービス内容、その他生活上

の相談・調整等を行います。

障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障がい

者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対諒として、地域移行支

援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係

機関との調整等を行t、ます。

居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確

保し、緊急時には必要な支援を行います

地域定着支援

【障がい児a8歳未満)を対象としたサービス】

1.サービスの種類

サービスの1^

児童発達支援

医療型児童発達支援※

居宅訪問型児童発達支緩

※

放課後等デイサービス

内容

障害のある未就学児を対諒にして、日常生活に必要な動作や知識を指導

したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。

福祉サービスとしての児童発達支援にあわせ、上肢・下肢または体幹に障

がいのある児童に対して必要とされる治療を行います。

重度の障がいなどで通所での支援の利用が困紺'障がいのある児童に対

して、居宅を訪問して発達支援をします。

就学中の障がいのある児童を対線にして、放課後や夏休みなどの長期休

暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進などを行

います

保育所などに通う障がいのある児童を対象にして、施設を支援員が訪問

し、集団生活への適応のための専門的な支援などをします。

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画

案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行ないサ

ービス等利用き価書の作成を行います。また、サービス等の利用状況の検

証モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行いま

す障害樹止サービスを利用する方々に対して、サービス内容、その他生

活上の相談・Z腔等をイ孔ぽす

保育所等訪問支援

障害児相談支援

■その他(地域の居場所)

地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施

設です。



障害福祉サーピスを利用した場合、原則として給付費(サーピス)の1割を
負担します。その負担は所得等に配慮しだ負担(応能負担)とされています。

害福祉サービス利用者負担のしくみ

ひと月ごとの

利用者負担上限額

障がい者

区分

生活保護

低所

(18歳以上)の利用負担上限額

世裕の収入状況

世帯の所得に応じて4つの区分の負担上限月額が設定さ
れ、ひと月に利用したサービスのにかかわらず、それ
以上の負押は生じミせん。

生活保護受給世帯

市町村民税非課税世帯

一般1
市町村民税課税世帯(所得害小16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上、グループホーム利
用者を除く)

障がい児

区分

生活保護

低所'

上記以外

臼8歳未満)の利用者負担額

世帯の収入状況

生活保そ受給世帯

市町村民税非課税世帯

市町村民税課税世帯
(所得割額28万円未

満)
一般1

負担上限月額

0円

0円

上記以外

所得を判断する

世帯の囲

通所施設、ホームヘル
プ利用の場合

9,300円

入所施設利思の場合

37,200円

18歳以上の障害者
(施設入所の18,19歳を除く)

その他の

負担軽減

負担上限月額

0円

0円

種別

障害児
{施設入所の18,

4,600円

●グループホームの家
町民税非課税の方には、
制度)

9,300円

37,200円

19歳を含む)

障害のある方とその配偶者

世椿の範囲

保護者の属する住民基本台帳
での世帯

助成

月額1万円を上限に補足給付をしぎす(国



相談・申

18才以上で
介護給付を
希望する方

サービスの利用を希望する方は、南風原町保健福祉課
越しください丑098-8羽一4416

↓↓
相談と契

↓↓
問

、1

その他
の方

【手続きに必要な物】
1 者:18才以上の方)障害者手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証、特定医療費(指定難病)受給
証
児:18才未満の方)障害者手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証、特別児童扶養手当等を受給し
ていることを証明する類、意見(診断)等
②マイナンバーカードが確認できるもの
③障害年金、特別児童扶手当、特別障害者手当、障害児福祉手当等の受給状況が分かる資料
④利用者の属する世帯の市町村民税の課税状況等が分かる資料(市町村民税課税証明、生活保護
証明)※転入者等、本町で課税状況等が確認できない場合必要です
⑤印鑑

祉サービス利用の流れ

゛

ご本人(ご家族)は、計画相談支援事業所(者)または障害児相談支援事業所(児)と相談支援に係る
契約をします。相談支援事業所に連絡し、サーピス利用意向を伝え、面談、契約を行います。
※計画相談支援事業所一は障害者福祉班窓口に置いています。又は沖縄県障害福祉課HPに掲
されている「指定障害福祉サービス事業所情報」にて検索可能です。
h廿PS' WWW.pref.okinawa.1gJP/site/kodomo/shogai".1kushi/old/20738.html

サービスを利用するためにサービス等利用計画(プラン)を立ててくれる相
談支援専門員が必要です

サービス利用
計画の提出

3番窓口障がい者福祉班までお

サービス支給決定

相談支援専門員にサービス等利用計画案または障害児通所支援利用計画案を作成しても
らい、町に提出します

サービス
計画喜の

町の調査員が、ご自宅や施設(病院)1こお伺いして、ご本人やご家族から
障がいの状況や生活の様子等についてお聞きします

調査の結果を基に町が審査・判定を行い、ご本人へ決定通知及び障害福祉サービス受給
者証が交付されます

利用
出

0
サービス利用始

相談支援専門員は、町の支給決定をもとに、ご本人やサービス提供事業所と調整をし、必
要に応じて担当者会議を開催して、サービス等利用計画(者)または障害児通所支援利用
計画(児)を作成して町に提出します

モニタリング

ご本人(ご家族)は、サービス提供事業所と利用契約を結び、サービス利用を開始します

サービス利用
新・了

相談支援専門員は、町が定めるモニタリング実施時期に、ご本人やサービス提供事業所か
らサーピス利用状況等をうかがい、サービス利用の検証と必要に応じて計画の見直しを行い
ます

サービスには利用期間が決められています。継続してサービス利用を希望する場合は、利
用期間終了前に必ず更新手続きを行ってください。更新手続きが行われないとサービスの利
用ができなくなる場合があります。

^^
^戸,^ ^^

^^
晶
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内児支援所MAP
)を対象とする事業~障がい児(18
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